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はじめに

1991年，米国の連邦最高裁で，著作権に関する

重要な判決が出された。 FEIST PUBLICA-

TIONS， INC. V. RURAL TELEPHONE SER-

VICE (以下FEIST)事件である(九この判決は，

米国における編集物に関する著作権について，従

来の考え方を全く変えるものであった。FEISTで

争われたのは主に，電話加入者の情報(電話番号・

氏名・住所)を氏名のアルファベット順にならべ

た電話帳(所謂「ホワイトページ電話帳J)に著作

権が認められるのか否かという問題であった。米

国では，長い間ホワイトページ電話帳には著作権

が成立するとされてきたし，その権利範囲も比較

的広く認められてきた。

権利を付与する際に用いられてきたのが，

'sweat of the brow J法理と呼ばれる法理であっ

た。これは，電話帳等の編集著作物を製作する際

に，製作者が相当な労力や時間，お金をかけさえ

すれば，そのことのみを根拠として編集著作物に

著作権を与えるという法理であり，後発者が競合

する著作物を製作する際には，先行者と同じコス

トをかけ，同じ苦労をしなければならないとする

法理であった。後発者は，先行者の著作物を利用

して楽をすることが殆ど許されなかったのであ

る。

FEISTは，この sweatof the brow法理を明確

に斥けた判決として，米国内のみならず日本にお

いても余りに有名である。そしてそれゆえ，出さ

れた直後から， 'sweat of thebrow法理を否定し

た判決」として多くの論文に引用されている。そ

の多くが，FEISTだけを単独で紹介しているもの

である。

しかし， FEISTで否定されたとされる，sweat 

of the browJ法理がどのようにして形成されてき

たのか，といった歴史的経緯を無視し，ただ

FEISTだけを単独で紹介したのでは，結局何が否

定されたのか，そしてそれが否定されたことが正

しかったのかは，正確に理解することはできない。

また， FEIST以降の判決を紹介しないでは，
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FEISTの射程がどこまで届いているのかを理解

することはできない。加えて，米国は日本とは異

なる独特の法制度を持っている。まず法制度全体

を貫く制度として，連邦法と州法の緊張関係を表

す「専占」というシステムが存在する。次に，連

邦著作権法内部の特徴として 'fairuseJという規

定が存在する。これら日本に存在しない法制度の

下で出された判決である FEISTを，そのまま日

本法の議論に持ち込むことに無理があることはい

うまでもない。が，この点を無視した紹介も見ら

れないわけではない。

本論文では，FEISTそのものの紹介に 加え，

sweat of the brow法理の歴史や， FEIST以降の

裁判例，米国独特の法体系を紹介することにより，

できるだけ正確な理解を試みたいと考える。

第 1章 FEISTの紹介

I 連邦著作権法の規定

米国連邦著作権法は， H02(a)で，著作権は，有

形の表現媒体に固定されたオリジナルな著作物

(original works of authorship)に宿る， と規定

している。 H02を補足する形でH03が定められ，

H02が規定する著作権の対象の中に編集物が含

まれることが明らかにされている。また， H03 (b) 

は，編集物の著作権は，その編集物の著作者が寄

与した部分にのみ及び，その編集物を構成する素

材における独占権を意味するものではない，と規

定している。編集物という言葉の意味は9101でそ

の定義が規定されており，それによると，選定さ

れ，順序づけられ，あるいは配置された既存の資

料やデータの収集物ないし集合物で，その選定，

順序づけ，配置の方法のために，できあがったも

のが全体としてオリジナルな著作者性を形づくる

もの」を編集物というへ

H02 (a)の「オリジナル」という言葉は，現行の

1976年法で，米国連邦著作権法史上初めて保護を

受けるための要件として使われた。しかし，この

要件は 1976年法において創設されたものではな

し法改正以前から形成されてきた基準をそのま

ま明文化したものである(3)。



FEISTでは，このオリジナルという言葉が求め

ているものがいかなるものなのか，そしてオリジ

ナリティ要件はどの法律上要求されているのかに

ついて重要な判断が下されたのである。

II FEIST判決

1. 事実の紹介

FEIST事件の原告RURAL TELEPHONE 

SERVICE (以下原告)は，公益事業としてカン

サス北西部の幾つかの地域に電話サービスを供給

している。原告は州の regulationに従って運営さ

れており，その regulationでは，カンサスで電話

事業を営む者は，毎年きちんとデータを更新した

電話帳を発行することが要求されている。それに

従い，原告は毎年ホワイトページ電話帳とイエ

ローページ電話帳を製作し，それらを無料で加入

者に配付している。原告が電話帳について対価を

得るのは，イエロ一ページ電話帳にリストとは別

に掲載される広告の掲載料からのみである。

一方被告FEISTPUBLICATIONS， INC. (以

下被告)は非常に広い地域をカバーする電話帳の

出版を専門とする出版社である。本件で問題とさ

れる被告の電話帳は， 11の異なった電話のサービ

スエリアをカバーしたものである。被告の電話帳

にはホワイトページとイエロ一ページが含まれ，

原告のものと同様無料で配付されている。被告の

収入源も，イエロ一ページに掲載される広告の掲

載料であるから，原告と被告は広告主をめぐって

激しい競争関係にあるヘ

被告は電話会社ではないため，電話加入者の情

報を独自に収集することは不可能であった。そこ

で，自らが出版する電話帳がカバーするエリアの

11の電話会社全てに対して，それぞれのホワイト

ページ電話帳の使用の許可を求め，その見返りと

してライセンス料を払う準備があると提示した。

10の電話会社がこの申し出を承諾したが，原告だ

けが拒絶した。連邦地裁は，原告が被告の申し出

を断ったのは，カンサス北西部における電話事業

で自己が有する独占的地位を，イエロ一ページに

掲載される広告についてにまで押し広げようとい

米国における編集著作物の保護について

う不法な目的があったからだ， と判断した(九

被告は，原告から同意が得られないままに原告

のホワイトページ電話帳を使用することにし，原

告電話帳に掲載されているリストのうち自分が出

版しようとしている広域電話帳の範囲に入らない

地域の加入者の分を除き，また，人員を雇って情

報の確認作業や，更に付加する情報を得る作業に

あたらせた。結果，被告の電話帳は原告の電話帳

よりもより詳しい情報を含むものとなった。被告

の電話帳には， 46，878の電話番号がリストされて

いたが，そのうち 1，309が原告のものと重なって

いた。その中に，原告が第三者によるコピーをモ

ニターするために紛れ込ませた架空の番号が4つ

含まれていた(6)。

原告はカンサスの連邦地裁に訴えを提起した。

原告は，被告が電話帳を出版する際に必要とする

情報は，被告の従業員自ら各加入者宅を訪れるな

り，電話調査を行うなりして得なければならず，

原告の電話帳を利用することは許されないと主張

した。被告は，そのような努力は経済的に非現実

的なものであるし，自分たちがコピーしたのは著

作権の保護の対象外のものであるから，必要なも

のでもない，と反論した。

連邦地裁は，-裁判所は，首尾一貫して電話帳は

著作権を取得できると判断してきた」と説明し，

一連の下級審の判決例を引用して，原告勝訴の略

式判決を下した(仰7η)

第 l叩0巡回区控訴審裁判所は，地裁の判決を認容

した(8)0

2. 判旨

連邦最高裁が下した判決の要旨は以下のとおり

である。

事実は何者かの創作を起源とするものではな

い。ある事実を最初に公に公表する者は，その事

実を創作createしたわけではなく，単に発見dis-

coverしたのである。よって，事実そのものにオリ

ジナリティが発生することはありえないから，事

実そのものに著作権の保護が及ぶこともありえな

い。それゆえ，電話帳のような編集著作物のオリ

ジナリティは事実の選択・配列・配置の中に存在
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しなければならない。そこで要求されているオリ

ジナリティとは，独立に創作されたことのみでは

足りず，それに加えて最低限の創作性(誤解を恐

れずにいえば，最低限の独創性)があることが要

求されているのである。しかしながら，その要求

されている創作性(独創性)のレベルはとても低

いものである。そして，この「独立創作+最低限

の創作性(独創性)Jというオリジナリティは，合

衆国憲法上要求されているものである(円よって，

ひとり編集著作物のみが特別に緩いオリジナリ

ティ基準をもって対処されることは許されない。

編集著作物もまたその労力が保護の根拠とされて

はならないのである。

これを FEISTにあてはめると，原告のホワイ

トページ電話帳に著作権が認められるためには，

その中に掲載されている事実情報(電話番号・氏

名・住所等)の選択・配列・配置にオリジナリティ

をもたせる必要がある。しかし，原告の採用した

配列は，原告が独自に考案した配列ではないうえ

に，あまりにお決まりの配列(他のホワイトペー

ジ電話帳の例にもれず加入者の氏名をアルファ

ベット順に並べたもの)であり，オリジナリテイ

がないものの代表例としてこれ以上のものはない

という程のものである。また，原告の選択につい

てだが，原告は電話帳に掲載する加入者を一切選

択しておらず(そもそも選択することが許されて

おらず)，そこにオリジナリティは存在しない。配

置についても 1つのページに決められたポイン

ト数の文字がただずらっと詰め込まれているだけ

なので，そこにオリジナリティを見いだすことは

できない。よって，原告のホワイトページ電話帳

には著作権が全く認められず，被告がそれをいか

にコピーしようとも，それは自由になしうべき行

為であって，何らの侵害を構成するものではない。

これは不幸なことでも不公正なことでもない。「情

報」の自由な利用の促進は，著作権法が目指すも

のなのである。

III FEIST以前の裁判例

編集著作物のなかでも，特に電話帳に関する裁
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判例については独自の集積と発展を重ねてきてい

た。古いものでは， JEWELER'S CIRCULAR判

決があげられる(1九これは，宝石庖の商標やロゴ

を集め，必要に応じてそれを手描きで描き直した

ものと，各宝石屈の住所や電話番号等の情報とを

組み合わせた原告の出版物を電話帳であるとした

うえで，それに著作権を認めた判決である。第2

巡回区控訴審裁判所は Iある者が労力を投下して

作り上げた本に著作権が認められるためには，彼

が集めたものが文学的なスキルやオリジナリティ

を持ち合わせている必要はなく，勤勉な収集活動

以上の何者をも必要としない」と示し，更に I通

りを歩いて各家の名前，職業，住所を書き留めて

いく者は，彼が書き上げてゆくところの資料につ

いての権利を取得する」と判示した(1九ここでは，

オリジナリティとはなにを意味するのかを考える

までもなく，勤勉な収集活動さえあればオリジナ

リティなどなくても著作権が認められるとされて

いるので，下線部の意味は定かではない(1九この

考えに従うと，認められた著作権の保護範囲は，

選択や配列等の保護にとどまらず，そこに含まれ

る事実情報の利用そのものを禁止する権利が与え

られることになる。

JEWELER'S CIRCULAR判決に続いて出さ

れたのが，LEON判決である(13)。ここでは被告は，

原告の電話帳から事実情報を抜き取って，それを

電話番号の順番に並べ換えた，所謂逆引き電話帳

を製作したのであるが，この行為が原告の著作権

を侵害していると判断されたのである。配列を変

えても侵害が認められたということは，電話帳の

中の事実情報そのものの利用を禁止する権利を原

告に与えたということである。 JEWELER'Sの考

えが踏襲されている判決だといえる(14)。

しばらく時代が下っても， JEWELER'Sや

LEONの影響は強く残り， HUTCHINSON 

TEL. CO.判決(15)においても，ホワイトページ電

話帳には著作権が認められた。ここでは被告が

JEWELER'S CIRCULAR判決の上記「通りを歩

いて各家の名前，職業，住所を書き留めていく者

は……権利を取得する」との判示を引用し，原告



はこの要件を満たすほどの集中的な労力の投下は

していないから，著作権を与えられることはない，

と主張しだ1九しかし，第8巡回区控訴審裁判所

は，この被告の議論には賛同せず，原告がひとり

で「電話帳の基となった情報を募り，収集し，ファ

イルし，整理し，維持してきた」という事実によっ

て電話帳に著作権が与えられる，と判示した。

この後， ILLINOIS BELL TEL. CO.判決(17)が

出され，そして FEISTに至るのであるが，どの巡

回区控訴審裁判所も，またそれぞれの下について

いる地方裁判所も，電話帳には著作権が認められ

るという態度を崩すことはなかった。そして，著

作権が認められる根拠は，労力や資本が投下され

たという事実におかれ，オリジナリティについて

は考慮されないかあるいはされたとしてもその意

味するところは「独立創作」以上のものではない

とされてきた。

N FEIST以前のオリジナリティ基準

上記の判決群のように，電話帳に容易に広い著

作権が認められてきたのには，電話帳というもの

が社会的に必要とされる度合いが高いこと，しか

しその製作に必要なデータは膨大な量であって，

その収集に大変なコストがかかるため，経済的な

インセンティブが与えられなければその製作に携

わる者がいなくなるおそれがあること，等の背景

が存在するからであったと考えられる。また，一

般的には rこれ以上ないというほど典型的」な電

話帳こそが必要とされるものであるから rより便

利な電話帳」の出現を促すためのインセンティブ

として機能するようにするためには，電話帳が備

えるべきオリジナリティに多くを求めることはで

きなし当。そこで，オリジナリティは必要ないと判

示してみたり，オリジナリティとは独立創作以上

のものを意味するものではないとの解釈を採用し

たりしたのである。

そして都合の良いことに，オリジナリティの解

釈について過去に出されていた判決には，オリジ

ナリティの多くを求めないものが多数存在したの

である。例として， BLEISTEIN最高裁判決(18)が

米国における編集著作物の保護について

あげられる。これは，クロムリトグラフで刷られ

たサーカスのポスターについて争われた事件であ

る。原審は，原告のポスターは単なる広告用のも

のであって，それ以上の使い途があるわけではな

く，有益な技芸の発展になんら寄与するものでは

ないから，憲法が保護しようとしているものでは

ないと判示した。連邦最高裁はこれを覆し，著作

権取得能力があるか否かは，その作品が作られた

目的ではなく，作者がその作品に対してなした貢

献・寄与が保護に値するかどうかに焦点、をあてて

考えるべきだと示した。そのうえで「個性という

ものは常に何かユニークなものを含んでいる。例

え筆跡といったものであっても，それは非凡性・

特異性を表現するものであり，そして，ほんのさ

さやかなレベルの artであっても，その中には何

か取り去ってしまうことができない個性というも

のが存在する。それは法律の文言の中に制限がな

いかぎりは著作権を取得できるなにかなのであ

る。」というふうにオリジナリティを説明した。こ

れは以降の判決に大きな影響を及ぽし，オリジナ

リティを審美的な要素や新規性とは係わりなく，

個人の努力の見地から判断する判決が続い

た(19)。そして次第に，オリジナリティ要件は r剰

窃行為がないこと」以上のものを求めるものでは

ないといわれるようになっていったのである。

しかしながら，これらの判断は，例えばリトグ

ラブや写真のように，電話帳とは一線を画すべき

著作物の分野で発展してきたものであり，それを

そのまま電話帳等の編集著作物の場合にあてはめ

ることは不適切である。絵画やリトグラフ，ある

いは小説といった典型的な著作物の場合は，独立

に創作されたというだけでいやがおうにも作者の

個性が作品に穆みだしてしまう。すなわち，独立

創作を要求するだけで，自動的に最低限の創作性

を備えさせることができるのである。また，オリ

ジナリティで創作性をも要求されているのであ

る，と定義付けてしまうと，それを特許における

新規性要件に引きつけて考えるという誤解や，文

芸的・審美的価値を持つもののみが著作物たりえ

る，という誤解を助長しかねないという事情が
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あったために，余計な混乱を避けるためもあって

独立創作以上の意味をもたせてこなかったのであ

る。よって，これらの裁判例が本当の意味で創作

性は必要ないといってきたと決めつけることはで

きない。最低限独立創作であることが必要である

ことと，創作性の判断基準は新規性や審美的価値

ではないということを示しているのみなのであ

る。よって，独立創作したのみでは創作性を備え

ることがない電話帳についてこの基準をあてはめ

ることは非常に疑わしい行為なのである。

しかし，裁判所や電話帳製作者は典型的な著作

物についてのオリジナリティ基準を電話帳につい

ても採用しつづけてきた。このことにより，他の

分野に関するいくつかの裁判例特に「リサーチと

その際にはらわれた労力に著作権は認められな

い」と判断してきた裁判例との聞に深刻な矛盾を

作りだしてきたのである (2九表面的に平灰を合わ

せたために，かえって本質的な矛盾を生んでいる

状況だ、ったといえる。

V FEIST以降の裁判例

FEIST以降に出された電話帳に関する判決に，

BELLSOUTH判決がある (21)。この事件がFE-

1STの場合と若干異なっている点は問題とされ

た電話帳がイエロ一ページ電話帳だったことであ

る(却。 FEISTは，一般的なホワイトページ電話帳

に著作権が認められないことを高らかに宣言した

のであって，イエロ一ページ電話帳に関してはな

にも述べてはいなかったので， BELLSOUTHの

結論がどうなるのかは明らかではなかった。

本件の原審は，原告の請求を認めた(23)が，第11

巡回区控訴審裁判所は，原告のイエロ一ページ電

話帳の配列は，イエロ一ページとしてありきたり

のものであって，オリジナリティは認められず，

よって著作権は存在せず，被告の行為は侵害とは

なりえない， と判示した(24)。

第 11巡回区控訴審裁判所は，原審の判断を覆す

にあたり，まず，FEIST判決で述べられたとおり，

電話帳に著作権が認められるためには，その選

択・配列・配置にオリジナリティが存在しなくて
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はならないとの前提をとり，そのオリジナリティ

について順次検討を加えている。

まずその選択のオリジナリティについては，

FEIST判決の rRURAL(原告)は電話帳を使い

やすく有用なものとするために相当な努力をは

らったけれども，その電話帳をオリジナルなもの

とするのに十分な創作性は発揮していない}25)と

いう部分を引用し，オリジナリティを否定した。

第 11巡回区控訴審裁判所は，原審がオリジナリ

ティの根拠とした原告の振る舞いは，全てデータ

を発見するための手段なのであって，これがいか

に独創的な手段であったとしても，そのことに

よって「発見されたJ (r創りだされた」のではな

い)データに著作権が発生することもない，と述

べている。

次に，配列のオリジナリティについては，原告

が採用した配列は，商業用電話帳としては全くあ

りきたりであって，到底オリジナルであるとはい

えない，としてこれを否定した(2九第11巡回区控

訴審裁判所は r原告のイエローページの配列は，

FEISTで問題となったホワイトページと比べて

幾分かはアレンジが必要であるかもしれないが，

原告のオリジナリティを判断するためには，他の

イエロ一ページとの比較が必要である(ホワイト

ページの場合と比較しても意味がない)}27)と述

べている。そのうえで，原告の配列は典型的なイ

エロ一ページの配列であることをあげて，オリジ

ナリティなしとの結論に達している。同様に配置

のオリジナリティについてもすげなく否定され，

結局一般的なイエローページ電話帳には著作権が

認められないことになったのである。

FEISTは，電話帳以外の編集著作物に関する判

決で引用されることもある。その際は，電話帳の

場合とは異なる影響を与えている。 BUDlSH判

決(28)が例としてあげられる。BUDlSHは，社会保

障制度のプランに関する原告の著書に掲載されて

いた「表」が被告の著書に流用された，という事

例である。オハイオの連邦地方裁判所は，原告の

「表」には著作権が認められるのに十分なオリジナ

リティが存在する， と判示した。



原告がその著書に掲載した表は，原告自らが作

り上げたものであったが，その際そこに含まれる

情報の殆どは政府刊行物から得たものであった。

その政府刊行物は非常に複雑で専門的であり，

ページ数も膨大な量であった聞が，原告はその中

の表やチャートを一般にも理解しやすいものとす

るために，いくつかの表を統合したり，情報を取

捨選択したりして独自の表を作り上げた。その際，

他の資料から得た情報も採り入れて組み入れるこ

ともし7こ。

被告はその主張の中で，原告の表は，その全て

が既存の情報で構成されているから，表が情報そ

のものであって，保護されるべきものは何も含ま

れていないと述べた。

これに対して連邦地方裁判所は，FEISTをひい

て原告の著作権を認める判決を出したのである。

原告が独自のやりかたに従って情報を選択し，組

み合わせを考えて配列していることは明白であ

り，結果，政府刊行物記載の表と原告著書記載の

表とでは似ても似つかないものとなっているので

あるから，その選択・配列・組み合わせにオリジ

ナリティがあるといえる，と述べ， FEISTの「オ

リジナリティの要求は低いレベルの創作性で十分

満足される」という点をひいて，原告の作業にオ

リジナリティを認めたのである。

この事例は，原告の選択・配列行為等がはっき

りとしている例であって，FEISTの前後で結論が

変わるものではなかったと思われる。FEISTの主

題は，いくら額に汗した努力の結果であろうとも，

オリジナリティがなければそのものは著作権の保

護を受けることはできないと述べた部分であっ

て，明らかにオリジナリティがある著作物の保護

について結論を変える影響力はないといってよ

い。ただ，付け加えとして述べられた部分(創作

性のレベルは低くてよし)，という部分)だけをぬ

きとってみれば，編集著作物の著作権の認められ

やすきを強調しているかのように読むこともで

き，また，明らかにオリジナリティがある編集著

作物に関してはその読み方は誤ってはいないの

で，そのような編集物の著作権が確かなものであ

米国における編集著作物の保護について

ることの根拠づけとして引用されることがあるの

である。

結論として， FEISTは，全くの生の事実を，何

も手を加えることなく集めただけ，という類の編

集著作物に関してのみ大きな影響力を有するので

あり，その他の一般的な編集著作物に関しては，

従来と状況が変わるわけではなさそうであ

る(30)。

VI FEISTが変えたもの

FEIST以前は，オリジナリティの解釈につい

て，他の分野の著作物の場合と表面的に同じ解釈

を採用することにより，かえって本質的には電話

帳のみを特別扱いすることになっていたことは，

前述の通りであるoFEISTはこのような特別扱い

をやめ，電話帳もまた他の分野の著作物と同等の

要件を満たさなければ著作権を得ることはできな

いと判断したのであるが， これはどれぐらい「新

しい」解釈なのであろうか。

まず，オリジナリティの意味についてであるが，

オリジナリティが独立創作を意味するだけでは足

りず，最低限の創作性をも含んでいる必要がある

と判示した例は FEISTが最初なわけではない。

2つの分野の裁判例が，オリジナリティに明確に

創作性の意味をも要求している。そのうちのひと

つは，派生著作物の分野であり (31)，もうひとつが

電話帳と地図以外の編集著作物の分野であ

る(問。この 2つの分野の作品は，独立創作さえ要

求しておけば同時に最低限の創作性を備えさせる

ことができる，という類の作品ではない。よって，

あえて創作性を要求する必要があったのである。

このような場合に最低限の創作性を要求した例が

あるということは，FEISTは新たな解釈を提示し

たのではなし従来からの原則を確認したものだ

というのが正しいのではないだ、ろうか。

次に，オリジナリティを憲法上の要求であると

判断した点についても，先例はある。 FEISTがそ

の判決中で依拠している BURROW-GILES判

決， TRADEMARK判決で，既にオリジナリティ

と合衆国憲法の関わりについては触れられてい
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る(33)。よってこの点についても， FEIS-Tは新し

い解釈を提示したわけではない。

よって， FEISTがしたことは，従来ねじまげら

れていた解釈を正しい方向にもどしたことであっ

て，著作権法の解釈の細分化傾向を否定し，一元

化を図ったことである。

しかし，これによって電話帳がうける影響は甚

大である。 FEIST以降，電話帳は著作権によって

保護されることは到底望めない状況におかれた。

FEISTが提示した著作物一元化の方向性は，解

釈を統ーしたという意味では意義があるが，それ

によってもたらされた結果は，果して健全なもの

なのであろうか。

第 2章検 討

I 米国における議論の紹介

FEISTは["著作権の第一の目的は，著作者の労

働に報いることではなく，科学と有益なる技芸の

発展を促進すること(合衆国憲法1編8節8項)

である」と述べ，後発者が，先発者に対価を支払

うことなく先発者の労働の結果を利用できるとい

うことは，不公正でもないし，法制度が生み出し

た思いがけない副産物というわけでもない，むし

ろそれこそが著作権のエッセンスであると述べて

いる(34)。

著作権が払われた労力に報いるために存在する

のではないことは，一般的には理解されている原

則であるといってよい。著作権の目的が有益な技

芸の促すことであって，そのために，より多様な

著作物が出現するのを促すことが求められている

ことも，異を唱える必要がないほどの大原則であ

る。

ただ，この 2つの原則は，大抵の分野の著作物

においては両立するのであるが，電話帳という特

殊な分野においては両立しないといえるのではな

いだろうか。もし，電話帳に関しての「有益な技

芸の促進」が，より使いやすい電話帳の出現によっ

て達成されるものであるとすれば，そのためには

「労力が投下されたことを理由としては保護を与

えない」という原則の方をまげる必要があるので
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はないだろうか。

FEIST以前の判決・学説にみられた著作物の分

野に基づくオリジナリティ基準の相対化の傾向

は，この事情を背景として発展してきたといえる

であろう。オリジナリティの要件は，異なるタイ

プの著作物に適用された場合に変化する，とした

うえで，住所録や編集物のような生の事実により

構成された著作物については，著作者が自らの労

働を投資すればオリジナリティは認められるとす

る考えが，学説でも定着していた。

たとえば， Ginsburgは，米国著作権法の分野で

は，伝統として highauthorshipとlowauthor-

shipの2つの明らかに異なる類型の著作物に保

護を与えてきたし，後者に含まれる電話帳等の著

作物の保護は，前者に対するものとは必然的に異

なるものである，と述べている。そして，従来の

[" sweat of the brow J法理を採用した判決群が，

著作権法の解釈の一貫性を歪めるものであること

は承知しているが，著作権法にはそのような二重

構造が現に存在してきていたのであるから， low

authorshipの著作物の保護を否定してまで理論

上の一貫性を追い求める必要はないのだと主張し

ている(35)。また，Gormanもまた，著作物には fact

worksとcreativeworksがあり，電話帳等を含

む前者を保護するという場合，そこで保護されて

いるのは，著作者のパーソナリティや個性ではな

く，はらわれた努力や時間やコストであったり，

知的活動とは無縁な作業そのものであったりす

る，とストレートに認めている(36)。今更改めて指

摘するまでもなく， sweat of the brow理論が他

の著作物に関する著作権法の解釈との聞に矛盾を

生じさせるものであることは以前から認識されて

いたことであった。彼らは，著作権法の文言から

考えを発展させるというよりも，むしろ何を保護

すべきなのか，何が保護に値するのかを出発点に

して考えを発展させた結果，解釈の理論上の矛盾

には日をつぶるという結論に達している。

歴史的な経緯を見てみると，米国最初の著作権

法である 1790年法が立法された当時，その立法者

達は編集著作物を著作権法で保護することを明確



に意図していたらしい(37)。そして彼ら立法者は，

その保護が投資や発見を保護するものであること

を理解していたのである。これは理解できないこ

とではない。生の事実を収集して，我々が利用し

やすい形に再構成するという作業は，前にも述べ

た通り，非常にコストのかかる作業である。まし

て現在に比べて格段に技術力の劣る当時において

は，そのコストは甚大なものであったはずでトある。

よって，そのような編集物の製作を促すためには，

経済的なインセンティブと，そして名誉的なイン

センティブを与える必要があったのである。以来，

編集著作物の保護を著作権法でするというやりか

たが定着してきたのであるが，それは初めの一歩

が著作権法の分野に踏みだされたことが後々まで

影響しているからにすぎず，著作権法が理想の手

段であるとの根拠はどこにもみつけることができ

ない(38)。

以下では，時代が下った現在においてもなお，

電話帳の製作に対してインセンティプを与える必

要が残っているのか否か，そしてインセンティブ

を与える方法は何が最も相応しいのかを論じる。

11 電話帳は保護される必要があるのか

現在では，加入者のデータを電話帳に作り替え

る作業はそう大変な作業ではなくなったといえる

だろう。まずそのデータの収集は，電話会社が自

ら行う必要はない。電話サービスを享受しようと

する加入者が申込書に記入する各データは，自分

の方からやってくるのである。そしてそれを電話

帳のフォーマットに直すことも，コンビューター

が導入されている現在では，高いコストがかかる

作業ではない。そして，これは大抵の電話会社に

あてはまる状況なのであるが，電話会社が電話帳

を製作するのは，州のregulationで義務づけられ

ていることであり，インセンティプがないからと

いって電話帳を製作しないという選択を電話会社

はできない状況なのである。つまり，以前に比べ

て払う苦労が少ないので，インセンティブを与え

る必要性が少ないうえに，仮にインセンティブが

与えられなかったとした際にも，電話帳が世界か

米国における編集著作物の保護について

ら消え去るという不都合がおこりづらいという状

況だといえるのである。

しかし，それでもなお，電話帳の製作に対して

インセンティプを与える必、要性が皆無となったわ

けではない， と考える。まず，データの収集とそ

のフォーマットの変換に要するコストは，格段に

低くなったとはいえ，ゼ、ロになったわけではない。

電話会社が電話帳のためだけに集中的に投下する

費用というものは殆どなくなったかもしれない

が，日々の事業活動に要するコストの中に，電話

帳に関する分も分散されているのであり(例えば，

職員を雇っていることもその一つに数えられるだ

ろう)，電話帳製作に従事して時聞を割く部署が存

在する以上は，そのコストに対して見返りを与え

ても良いのではないだろうか(ただし，この根拠

だけでは保護を与えることの正当化には不十分で、

ある。ただ，正当化できる可能性がある，という

のにとどまる)。次に，州の regulationとの関係で

あるが，電話会社が電話会社でありつづける限り

は，電話帳の製作は義務であり，例え赤字が出ょ

うとも，製作をやめることはできないが，もし電

話会社が，電話帳を製作するためのコストに圧迫

されて電話事業そのものから撤退するようなこと

があるとすると，これは電話帳がこの世界から消

えることよりも遥かに社会にとって不都合なこと

である。電話会社が電話帳に関して得る対価は，

その電話帳に掲載する広告から得る広告料と，電

話帳の利用に対するライセンス料のみなのである

が，もしも，電話帳から十分な利益を生み出させ

ないと電話会社の経営が辛くなる，というような

状況があるとするならば，この 2つの対価徴収手

段を保障する必要があるといえる。電話事業がお

かれている状況がこれほど厳しいものであるかど

うかは，調べてみる必要があるが，ここではとり

あえずregulationがあるからといってインセン

ティブを与える必要が全くない，ということはで

きないことを指摘するにとめておく (39)。

しかし，インセンティプを与える方法は，ただ

ーっというわけではない。著作権を与えることで

インセンティブとすることも考えられるし，その
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他の方法でインセンティブを与えることも可能で

ある。著作権による保護は，発行後75年にもわた

る長い保護期間が与えられること(40)そして基本

的には全ての利用者に対して適用されてしまう権

利であることを考えると，電話帳に対するものと

しては，インセンティブとして与えるべき範囲を

越えているといえるのではないだろうか。そもそ

も 1年ごとに改定版が製作される電話帳に対し

て75年にわたる独占権を与えることは無駄なこ

とでもある。電話帳に関しては，著作権以外の保

護を与えることを考える必要もあるし，もしも著

作権による保護を与えるのだとすれば，適切な範

囲・存続期間に調整することを考える必要がある。

皿著作権法によって保護を与えるとした場合の

権利範囲の制限一一fairuse規定一一

著作権法による保護を目指す場合には，著作権

の権利範囲の広さと存続期間の長さを調整する必

要がある。その役目を果たすのが，以下に述べる

fair use規定なのである。

連邦著作権法には， fair useという，一般的例外

規定が存在する州。これは，著作権に対して制限

を課するものであり，本来は裁判所が作りだした

法理であったが，現在は成文化されている。簡単

にいえば， fair useとは，ある著作物を無許諾で2

番目の著作者が利用した場合でも，それがもとの

著作物の現存する，ないし潜在的な経済的価値を

本質的に損ねることなしかつなんらかの意味で

公共の利益を増進させるような使い方をした場合

であれば，そのような無許諾の利用も合理的なも

のとして許される，という法理である(42)0fair use 

について規定する9107は，ある行為がfairuseに

あたるか否かを判断する際に考慮すべき事柄を具

体的に挙げている。 9107によると r使用の目的と

性質(使用が商業的なものか非営利の教育的なも

のかといった検討も含む)Jr利用された方の著作

物の'性質Jr全体としての利用された著作物の中に

占める，利用部分の量と実質Jr使用が，利用され

た著作物の価値ないし潜在的な市場に与える影

響」が検討されるべきであるという。しかし，こ
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の4つの基準は，具体的な基準は何も示していな

い。もともと fairuseは，衡平法上の合理性の原

則に根ざしたものであるから，基本的には事案毎

に個別に判断するべき性質のものであって，一般

的に適用ができるような定義を作ることは不可能

なのである。

9107の4つの考慮要素は，いかなる場合であっ

ても，その全てが検討されなければならない(43)。

しかし，この 4つの要素以外の事柄について考慮

にいれではならない，ということではない。この

4要素は最低限検討しなければならないものを示

しているのである。

fair useの分野は，非常に多くの裁判例が蓄積

されており，議論も非常に活発になされているの

であるが，ここでは，深く立ち入ることはしない

で，電話帳に対する保護に関係する限度で触れる

にとどめる。さきにも述べた通り， fair useに関す

る事例は，悪く表現すれば，事案毎に「場当たり

的」に解決される性質のものであるため，異なる

タイプの著作物に関する fairuseの議論をするこ

とにはあまり意味がないといえるからである。

ところで，電話会社は，競争者以外による利用

については，今まで訴訟を提起してきていない。

すなわち，典型的なfairuseといえる事例は今ま

で存在したことはなしこれからもおそらくは出

てくることはないであろう。なぜなら，電話会社

は電話帳を，基本的には利用してもらうために発

行しているのであるし，そもそも電話会社が著作

権による保護を求める理由は，自分の発行する電

話帳の広告媒体としての魅力を保つためであった

のであるから，逆をいえば電話帳の広告媒体とし

ての魅力を確保する以外の保護は，あまり欲して

いないからである。

よって，競争者が競合する電話帳を製作するた

めに電話会社の電話帳をコピーするという行為が

fair useにあたるか否かを検討することが，電話

帳に関する fairuseの唯一意味のある議論である

といえる。競争者が競合品を製作するための使用

がfairuseにあたるとされることは，使用した量

がよほど僅少であるとか，市場が全く異なると



いった事情がない限り，まずないといって良

い(44)0Healdによると，FEIST事件は FAIRUSE 

で解決することが可能で、あったはずである，とい

う(45)。事件において被告が原告の電話帳からコ

ピーしたものは，生のデータという著作権取得能

力のないものだけであるから，これは fairuseに

該当する，という。 Healdによれば，原告の電話

帳をそのままコピー機でコピーしたものを配付す

る行為のみが侵害であって，ただreferencework 

として利用する行為は，たやすく fairuseが認め

られるはずである，という。 FEIST以前の電話帳

に関する判決では，被告側に fairuseが認められ

ることはなかったから， Healdは，その限度で裁

判例を変更することは必要であったと考えている

ようであるが，それを越えて，著作権そのものを

否定したり，まして創作性が憲法上の要求である

と判断する必要はなかったと考えているようであ

る。

しかし，電話会社が唯一必要としている保護で

ある「競争者による利用の禁止」がfairuseによっ

て殆ど否定されてしまうのであれば，電話帳に対

して著作権を与える意味がないのではないだ、ろう

か。 Healdがいうような「原告の電話帳をそのま

まコピー機でコピーしたもの」を配付するという

ケースはまず考えられないし，実際に過去の裁判

例をみてもそこまで怠慢な被告は存在しなかっ

た。ということは， Healdがいう fairuseによる

解決は，実質的には電話帳から著作権を奪い去る

のと同じ結果をもたらすのである。確かに，

FEISTで創作性を憲法上の要求であると判示す

る必要はなかったかもしれない。しかし， Heald 

の主張は電話帳から著作権を奪い去ったことに対

する批判にはなりきれていないように思われる。

確かに同じ効果を fairuseの適用によって得られ

るならば， fair useで解決しでも良かったかもし

れない。しかし，全く効果的でない権利を電話会

社に与えつづけることに何の意味があるのであろ

うか。 fairuseで解決すべきだということの積極

的理由付けは，なされていない。むしろ，著作権

法の条文の解釈を歪める存在であった電話帳から

米国における編集著作物の保護について

著作権を奪い，著作権法の体系を整えると共に，

電話帳により適切な別の保護を与える方向に目を

向ける方が，健全であるといえるだろう。

以上， fair useは確かに電話帳の著作権を適切

な範囲に制限するための手段として有効ではあ

る。しかし，むしろそれゆえに，電話帳に著作権

を与える必要が本当にあるのか否か，という問い

を呼び起こす解決法であり，その疑問に対する答

えを提示しない限りは， fair useをもって事にあ

たるべきであるとは主張できないのではなかろう

カ〉。

また， fair useによる解決ではクリアできない

問題が残されていることも忘れてはならない。過

去の裁判例の中には， fair useを用いて存続期間

を縮めた例が見られないのである。電話帳に対し

て75年の保護を与えることが無駄であり，また妥

当でないことは先にも何度か触れたことである

が， fair useを用いた解決では，この点につき，困

難が残るものと思われる。

加えて， fair useによる解決の決定的な欠点と

して，法的予測可能性が無いことが挙げられる。

本来場当たり的な解決手段である fairuseでは，

後発者の利用行為が許されるものであるかどうか

が訴訟になってみないとはっきりしない。これは，

後発者にとっては，こわくて利用ができないとい

う心境にさせられる状況であり，許容される利用

についてまで心理的に抑制されてしまう結果とな

りかねない。この結果が，著作権法の目的に照ら

して望ましいものでないことはいうまでもない。

N 著作権法以外による保護の可能性

1.連邦コモン・口ーによる保護

著作権以外の方法で著作権類似の保護を与えよ

う，という際に参考になるものに INS最高裁判

決(46)がある。 INSでは，その日のニュースが保護

に値するものであるかどうかが争われた。事件の

両当事者は，海外のニュースを集めてこれを米国

の新聞に配給するという事業を行っている。原告

(A.P.)は世界のあらゆるところから，自己の持っ

さまざまな手段を用い，相当な費用を投じて，最
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新の話題や読者の興味の対象となるような情報や

ニュースを集め，これを会員に配給していた。原

告はその本拠をニューヨークにおいているが，そ

の事業は全米を対象としたものであった。一方被

告(INS)は，その本拠をニュージャージーにおき，

原告と同じことをその事業内容としていた。原告

と被告は，全米各地でニュースの配給先をめぐっ

て，つばぜりあいの競争を展開していた。

米国は東西に広い国土を持つがゆえに，ニュー

スは東から西に，地球の自転の速度にほぼ準じた

速度で配給されてゆくのが通常である。原告が独

自に入手した海外ニュースはまず東海岸に到着す

る。そして，東海岸の新聞社がそのニュースの配

給を受けて新聞を発行する。この新聞を被告が入

手し，電報や電話を使って西海岸や中部に情報を

送れば，西海岸の新聞社は原告からニュースの配

給を受けなくても，同様の内容の新聞を速やかに

発行することが可能となる。場合によっては，原

告のニュースの配給を受けて発行される新聞より

も先に発行することも可能である。しかも，被告

が払うコストは電報・電話代程度に過ぎないから，

原告に比べて安い配給料金を設定することが可能

である。本件で被告はまさにこのような行為を

行iったのである。

原告は，自分たちが集めた「ニュース」に著作

権が認められないであろうことを理解していたた

め，著作権に基づいた訴えは提起していない。

連邦最高裁は，ニュースとは 1日の歴史であっ

て，公けのものであり，合衆国憲法の起草者達は，

これを初めにレポートした者に独占的な権利を与

えようとはしていない，と述べた。ニュースは人

類共通の財産であって，いったん公開された

ニュースは公衆が自由にアクセスし，これをいか

ようにも利用できるべきである，というのである。

しかし，これはあくまで一般公衆に対する権利の

基準であって，ニュースを「商売道具」として扱っ

ている競争者に対して適用することは相応しくな

い，と述べた。判旨によると，新聞を購入した一

人の人聞がその内容について利用する権利を持っ

とことは，それが，原告が持つ「ニュースを商品
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として販売する権利」に不当に干渉しない，正当

な目的をもってなされる限り認められるものであ

る。しかし，原告と競合する形で，このニュース

を商業的な使用のために伝達することは，全く別

の話なのである。これらの考えを披涯したうえで，

最高裁は，被告の行為は「自分が播いてもいない

種からの不当な刈り入れ」であるとした。被告の

行為は事業関係における不正競争以外の何者でも

ないというのである。

これらの考えに基づいて，最高裁は「原告とそ

の全ての会員にとっての，ニュースとしての商業

的な価値がなくなるまで」の間(別の表現として，

ニュースがホットである間)被告が原告の集めた

ニュースを新聞等から抜き取って使用することを

禁止した原審の判断を正しいものとして認容し

た。

INS最高裁判決は，著作権が認められることの

ない知的所産に，連邦コモン・ロー上の不正競争

法理を用いて保護を認めたものである。著作権に

よる保護の場合と異なるのは，まず差し止めを受

ける人聞が限定されていることである。不正競争

法理に基づく保護の場合，競争関係にある者のみ

がその権利の適用対象となるから，著作権による

保護と比べてその範囲が狭いものとなっている。

そして，もう一つの相違点は，差し止め可能な期

間の違いである。不正競争法理に基づく差止権は，

期間の制限がないものであるため r著作権が切れ

た著作物や，そもそも著作権が認められない著作

物に対して永久の保護を与えるものであるから，

著作権制度を崩すものである」として適用が嫌わ

れることが多いが， INS最高裁判決のようにごく

短い期間に限定して差止判決を下すことも，逆に

可能なのである。

しかし， INSの20年後に出された ERIE判

決聞によって，連邦コモン・ローそのものが否定

されてしまった。このことにより，編集著作物に

対して連邦コモン・ロー上の不正競争法理に基づ

いた保護を与えることは不可能となってしまった

のである。



2. 州、15去による{呆謹

連邦コモン・ローに基づく保護が不可能である

ことで，各州の州法，具体的には不正競争防止法

に基づく保護を与えることに期待がかけられるこ

とになる。

州法の不正競争防止法も，基本は連邦コモン・

ローの不正競争法理と変わらないので，ニュース

や電話帳といった，著作権が認められないものに

対する保護を与えることができる可能性はある。

しかし，不正競争防止法に基づく保護には，重

大な欠点がある。不正競争防止法は，外|法である

から，それによる保護は，各州毎に内容が異なる

可能性がある。州法は，各州、!の採用した政策の実

現を目指して制定されているものであるが，著作

権的な保護を州法で与えようとすると，ある州、|の

政策の実現が他のチ1'1の州法のせいで阻害される可

能性があるのである。今日，電話帳等の編集著作

物が州、同越えて流通する事は十分考えられる事で

あるから，このような不都合を避けるためにも，

保護はできるならば連邦法に基づいて，統一的な

制度の下でなされる方が望ましいのである(48)。こ

の政策判断を反映して構築された法制度が「専占」

である。これは連邦制を敷いている米国独特の法

制度であり，これが存在することが，多くの論者

が編集著作物の保護は著作権法ですべしとの無理

な主張をせざるを得なくなっている原因の 1つな

のである。

以下で，専占とは何か，と，その効果について

説明する。

3.専占

2.で指摘・提示した政策判断を実現するため

の法制度が専占である。統一的な制度の下で規律

されることが望ましい事項については，米国内ど

こでも有効な連邦法が整備されることが必要なの

はいうまでもない。しかし，それだけでは足りず，

各州の州法が連邦法による統一的規律を妨げない

ようにしなくてはいけない。そのために設けられ

た規定なのである。

1976年法9301(a)は以下のように規定している。

'1978年1月1日以降においては，有形の表現媒

米国における編集著作物の保護について

体に固定された著作物における， 9106に規定の著

作権の一般的範囲にある独占的権利の等価物たる

コモン・ローないし衡平法上の権利であって，9102

および~103 に規定する著作権の対象物の中に入

るものは，その創作が同日の前後を問わず，また

未発行ないし発行済みの別を問わず，本法のみに

よって規律されるものとする。爾後においては，

いかなる州のコモン・ローないし制定法において

も，かかる著作物におけるかかる権利ないし等価

物たる権利を享受できないものとする」。この規定

は，連邦憲法の最高位条項(叫を受け，これを具体

化して定められた規定である。この規定の下では，

州法の不正競争防止法によって電話帳製作者に対

してコピー禁止権を与えられることはできない可

能性が高い。 ~301 (a)の規定から導き出される基準

である「対象物のテスト」と「等価物たる権利の

テスト」をパスすることができなさそうだからで

ある。対象物のテストとは，州法が保護しようと

している対象(たとえば電話帳)が，著作権法が

保護しようとしているものと重なってはいけな

い，というものである。等価物たる権利のテスト

とは，十卜|法が与えようとしている権利の内容が，

著作権の内容と同じだったり，等価だったりして

はならない，というものである。

ただし，下院報告書によれば，misappropriation 

という言葉は必ずしも著作権侵害と同義ではな

し従って， misappropriationの名の下に処理さ

れるケースであっても，それが106条規定の著作

権の一般的範囲内の権利に関しないか，これと等

価な権利に関しないものであれば，それは専占さ

れているわけではない，という (50)。例えとして，

一貫したパターンで競争者のホットなニュースを

構成する「事実」を無許諾で利用するといった行

為については，州はこれに救済(伝統的な衡平法

におけるもの)を与えることができるだけの柔軟

性を持つべきであるという刷。これは，ニュース

を構成する事実そのものは著作権の対象とはなら

ないこと，そして競争者に対してのみ，そして

ニュースがホットである聞のみそれを利用するこ

とを禁止することは著作権の一般的範囲内の権利
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ではないといえることを根拠としていると思われ

る。しかし，このような連邦議会の意図が現在な

お生き延びているかどうかは，非常に疑わしい状

況にある。

裁判例の流れを追うと，まずSEARSと

COMPCO両最高裁判決聞が出され(これらの判

決は連邦特許法と不正競争防止法の関係について

の判決である)，州が州法に基づいて与えることが

できるのは r製品についてラベルを貼ったり，そ

の他の予防措置をとらせて，消費者がその出処に

ついて誤導されないよう規制すること」であり

(SEARS)， r公衆がオリジナルの製品のメーカー

の品質と誠実性の評判を期待していることを知り

ながら，コピーである自分の製品をオリジナルと

偽って流通させ，公衆を踊した者に対しては，こ

れに対して責任を問うこと」である (COMPCO)。

次に， GOLDSTEIN最高裁判決と KEWANEE

最高裁判決(日)では，連邦最高裁は，州法上の知的

財産権保護に対して寛容なところを見せた。

GOLDSTEINでは，録音物の海賊版を作る行為

を禁じた州法が， KEWANEEでは州のトレー

ド・シークレツツ保護法がそれぞれ連邦著作権法

と連邦特許法によって専占されていないとされた

のである。この流れを受けて， 1989年に出された

のがBONITO BOA TS最高裁判決(54)である。

BONITO BOA TSで問題とされたのは rプラグ

型立法」として知られる州法である。これは，競

争者の製品を型として用いて同ーの製品を作るこ

とを禁止する，デッド・コピー禁止法である。

BONITO BOA TSで連邦最高裁は，州法が行え

ることは，コピーそれ自体以外の行為の規制であ

る，と述べた。州法が救済することができるのは，

「コピーしない，という旨の契約に違反することを

禁じる」といった，コピー行為に対するなにがし

かのプラス・ファクターでなくてはならないので

ある。そして，プラグ型立法はこのようなプラス・

プアクターを保護するものではなく，コピーその

ものに対する保護であるから，この州法は連邦特

許法によって専占されているといわざるをえない

という。
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この問題について Gormanは，以下のように述

べている。「連邦議会が9102(b)で『著作権はいかな

るアイディアにも及ぱなしりと規定しているが，

それは著作権の対象物の範囲外にあると言ってい

るのではない。むしろここで明確に言っているの

は，アイディアというものは自由にコピーしたり

翻案したり頒布したりできるもので，いかなる裁

判所もこの自由を禁止するようには連邦著作権と

いうものを解釈してはならない，ということであ

る。州法に対するここでの指示も同じく明確なも

のである。すなわち，州もそのようなことをして

はならないということである。これは， GOLD-

STEIN判決で最高裁が考えていた，連邦議会の

立場の宣言の，注目すべき在り方である。最高裁

は次のように言っている。『全国的な利益の観点か

ら，著作物の自由で無制約な頒布が望ましいと考

えられる場合には，著作権条項と商取引条項とが，

連邦議会に対して，あらゆる保護を控える権利を

与えている。かかる場合には，もしも連邦議会が

制約から自由におこうと意図したものを州政府が

保護しようとすれば，抵触が生じることになる

……』。よって，州、|は， ~102 (b)に含まれるものにつ

いて，これをコピーしたり，翻案物を作ったり，

翻訳をしたり，公衆にコピーを最初に販売する権

利といったものと等価の権利の行使を，不法行為

とすることはできない}55)。

これらを考えると，州の不正競争防止法による

保護は，相応しいかどうか以前に不可能である可

能性が高いのである。

4.新たな連邦制定法による保護と憲法問題

ただ，統一的な制度の構築を目指すのに都合が

良いことに， 9301 (d)は，専占効果が連邦法には及

ばないことを明言している(問。よって，連邦不正

競争防止法が立法されれば，それは著作権法に

よっては専占されないことになる。

しかし，これも実現はやや難しい状況である。

連邦議会が連邦法を制定するためには，連邦憲法

によって権限が与えられている必要がある。例え

ば，著作権法は連邦憲法I編8節8項の授権条項

(所謂著作権条項)に基づいて立法されている。連



邦不正競争防止法を立法するためにも，なんらか

の授権根拠が必要なのである。しかし，FEISTは，

連邦議会が著作権条項に基づいて連邦不正競争防

止法を立法する可能性を閉ざしてしまった。

FEISTが rオリジナリティに最低限の創作性の

意味をも持たせることは，憲法上の要求である」

と判示したことは先に述べた通りであるが，この

判示は，新たな連邦法の立法に関わったとき，最

も重要な意味を持つのである。

先にも触れた判決であるが， TRADE MARK 

判決で連邦最高裁は，オリジナリティを持たない

ものを保護する法律を著作権条項に基づいて立法

することは許されないと判示している。FEISTは

それを再確認したものである，と本論文では位置

づけたが，それはすなわち連邦議会が著作権条項

に基づいて連邦不正競争防止法を立法することは

できない，ということを再確認したことにほかな

らない。よって，電話帳に保護を与えるためには，

著作権条項以外の条項から，連邦不正競争防止法

の立法権限を引き出さなくてはならない。

この点については，Ginsburgが論文の中で議論

している (57)0 Ginsburgによると， FEISTは，

TRADE MARK判決の意図を越えて，連邦議会

が著作権条項以外の授権条項(具体的には州際通

商条項(5叫に基づいて新法をつくることをも阻ん

でいる可能性があるという。結果として彼女は，

州際通商条項に基づく立法は可能であると結論づ

けているが，そのためには，著作権法で与えられ

ている保護と比較して範囲や保護期間に実質的な

違いがなくてはならないと述べている。この点に

おいて，連邦不正競争防止法を立法する方法を

とったとしても，州法による場合と同様な面倒は

おこるのである。

以上のように，専占問題は著作権法以外の法律

による電話帳の保護を大いに阻んでいる状況にあ

る。ゆえに著作権法による保護を論じる余地がい

まだなお存在するのである。

V まとめ

以上で述べてきた通り，米国における電話帳(お

米国における編集著作物の保護について

よびそれに類似する編集著作物)の保護について

は，混沌とした状況にあり，いまだ良い解決法は

見いだされてはいない。

FEISTは，米国の著作権法の世界に混乱をもた

らす判決であるといって良いと思うが，しかし，

それはけしてネガティプな混乱ではない。 Gins-

burgは反対するところであるが，やはり著作権法

の条文の解釈をねじまげてまで，著作権法による

保護にこだわるのは，正しい方向性ではない。む

しろ FEIST判決には，著作権法による保護を

はっきり否定することによって，新たにデータ集

保護法を立法することに目を向けさせることに役

立った，というポジティプな評価が下されるべき

であろう。

また， FEIST判決は，その後のコンピューター

データベースの著作権に関しても，大きな影響を

与えている。が，しかし，この分野に関する動き

は非常に早く， FEISTが出されて以降，現在に至

までに目まぐるしい変化を遂げている。その動き

を追うことは，筆者には荷が勝ちすぎる作業であ

り，中途半端な論文に仕上がってしまう事を考え

て，敢えて割愛させて頂く。

〈脚注〉

(1) FEIST PUBLICATIONS， INC V_ RURAL 

TELEPHONE SERVICE 499 U.S. 340， 111 S. 

Ct.1282， 113 L. Ed. 2d 358 (1991) 

(2) 以上，米国著作権法 1976年法Pub. L. 94 

553， 94th Cong.， title 17 U.S.C 

(3) H. R. Rep. No.94-1476， 94th Cong.， 2d Sess. 

51-52 (1976) 

下院報告書によると rオリジ、ナル」という言

葉は定義はあえておいていないが，それは 1909

年法の下で裁判所が確立してきたオリジナリ

ティの基準を，そのままこの条文に挿入する意

図があってのことであるという。この基準の下

では，オリジナリティには，新規性，工夫の妙，

審美的要素などは含まないとされてきたのであ

るが， 1976年法も，これらを要求するつもりは

ないとも述べられている。
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実質的には何も意味が変わることがないにも

係わらず， 1976年法の文言に「オリジナル」の

一言が挿入された理由は，一つは 1909年法の文

言の「著作者の全ての著作物 (allthe writings 

of an author) Jでは暖昧すぎるので，それを明

確化するためであり，もう一つは，憲法によっ

て付与された連邦議会の権能を全て使い切るこ

となく温存しようとしたためである。 1909年法

の文言は，憲法の文言と本質的に同じもので

あったため，両者の広がりが同ーの範囲に及ぶ

ものであるのか否かが長く論議されてきた。両

者が同ーの広がりをもっとされた際に噴出する

不都合を避けるため，裁判所は， 1909年法の文

言は憲法の文言よりも狭い概念を示すものであ

ると説いてきた(この場合にいう「不都合」と

は，以下のようなものである。すなわち，もし

著作権法の文言と憲法の文言の意味するものが

全く同じものであるとすると，裁判所は，個々

の事件の解決に際して，憲法が保護するつもり

のないものについて保護を与えてしまうか，あ

るいは，連邦議会がいつの日にかは保護を与え

るかもしれないようなものについて，今は著作

権を受けえないことを合憲と判断するか，の選

択を迫られることになる。要は，多くの著作権

法に関する事件において，憲法判断を下すこと

になってしまうのである)。

1976年法は，この不都合を避けようという裁

判所の努力を成文化したものである。

(4) 499 U.S. 343， 111 S.Ct.1286 

(5) RURAL TELEPHONE SERVICE CO. v. 

FEIST PUBLICATIONS， INC.， 737 F. Supp. 

610， 622 (Kan.1990) 

拒絶によって原告がイエロ一ページの広告の

市場において独占的地位に立てると判断した理

由は，以下の通りである。すなわち，もし原告

が被告に対してホワイトページ電話帳の使用を

許可しなければ，被告は原告がカバーするエリ

アの電話加入者の情報を手に入れることはおよ

そ不可能となる。そうすると，被告の電話帳に

は大きな穴があく。これは，イエロ一ページに
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広告を掲載しようと思っている潜在的顧客に

とって，被告の電話帳が魅力がないものとなる

ことを意味する。よって，原告は，少なくとも

自らの事業エリアの顧客を被告に奪われること

はなくなり，広告市場においても独占的地位を

有するに至るのである。

(6) 499 U.S. 343， 344， 111 S.Ct. 1286， 1287 

原告の電話帳には個人の streetaddressは掲

載されていないが，被告の電話帳には掲載して

あった。

(7) 663 F. Supp. 214， 218 (1987) 

(8) 916 F.2d 718 (1990) 

(9) 499 U.S. 351， 111 S.Ct.1290 

合衆国憲法U.S.CONST. art. 1， 98 cl 8 

「連邦議会は，・…・・著作物 (writings)と発明

(discoveries)とに関して，著作者 (au-thors)

と発明者(inventors)に対し，限られた期間に

おける独占的な権利を与え以て科学の進歩と有

益なる技芸 (usefularts)を促進させる権限を

有する。」

(10) ]EWELER'S CIRCULR PUB. CO. v. KEY-

STONE PUB. CO. 281 F. 83 (2d Cir 1922) 

ただし，本件で侵害が認められた直接の理由

は，原告が手描きで写した商標を被告がコピー

したことであった。本来著作権を得ることのな

い商標でも，それを細心の注意をはらって手で

描き写した場合，その模写には著作権が認めら

れると述べ，それを被告がコピーすることは許

されないとして，原告の請求を認めたのである。

また，被告は，手聞を省くために原告の著作

物を利用することはできないが，被告が独自に

著作物を作り上げた後のチェックのために利用

することは構わないと判示し原告の権利に一定

の範囲制限は加えている。

(11) 281 F.88 この部分が後に rsweat of the 

brow理論」として長く知られることになる法

理をうちたてたのである。

(12) 勤勉な収集活動といえるためには自らが行っ

ている事が必要であるから，ここでいうオリジ

ナリティが独立創作を意味する場合は，勤勉な



収集活動がオリジナリティの代わりの役目を果

たしているといえる。よってこの場合はオリジ

ナリティが必要とされないといったところで，

他の著作物の場合と結局かわるところはない。

しかし，もしもオリジナリティという言葉が，

独立創作以上の何かを意味するものであるとす

れば Iオリジナリティは必要ではない」という

判示は重大な意味を持つことになる。

(13) LEON v. PACIFIC TEL. & TEL. CO. 91 F. 

2d. 484 (9th Cir 1937) 

(14) 91 F.2d. 486で， ]EWELER'Sの上記注目の

部分が引用されている。

(15) HUTCHINSON TELEPHONE CO. v. 

FRONTEER DlRECTORY CO. 770 F.2d. 128 

(8th Cir. 1985) 

(16) 原告が実際にしたことは，既存の電話加入者

のデータを電話帳のフォーマットに変換する作

業である。原告は，事件が起きた地域で電話サー

ビスを供給する電話会社であるから，電話加入

者のデータは自分から集める必要はなかった。

(17) ILLINOIS BELL TEL.CO. v. HAINES & 

CO. 683 F.Supp. 1204 (N.D. Ill. 1988) 

(18) BLEISTEIN v. DONALDSON LITHO-

GRAPHING CO. 188 U.S. 239 (1884) 

(19) HOAGUE-SPURAGUE CORP. v. FRANK 

C. MEYER CO. 31 F.2d. 583 (E.D.N.Y. 1929) 

ALFRED BELL & CO. v. CA T ALDA 

FINE ARTS， INC. 191 F.2d. 99 (2d Cir. 1951) 

L. BA TLIN & SON v. SNYDER 536 F.2d. 

486 (2d Cir. 1976) 

ただし，これらの判決は必ずしもオリジナリ

ティ要件が独立創作で十分満たされるといって

いるわけではない。ただ，審美的価値とオリジ

ナリティは関係ないということが確立されて

いった例である。むしろ ALFRED判決や L

BATLIN判決では最低限の創作性は必要であ

ることが述べられている。このあとの判決で，

上記判決の一部分のみが引用されることが続い

た結果，いつの聞にかオリジナリティが独立創

作以上の意味を持たなくなっていったものと思

米国における編集著作物の保護について

われる 0

(20) ROSEMONT ENTERPRISES， INC. v. 

RANDOM HOUSE， INC. 366 F.2d 303 (2d 

Cir.1966) 

HOEHLING v. UNIVERSAL CIYT 

STUDlOS， INC. 618 F.2d 972 (2d Cir. 1980) 

MILLER v. UNIVERSAL CITY 

STUDlOS， INC. 650 F.2d 1365 (5th Cir. 1981) 

これらの判決は，リサーチの労力は著作権に

よる保護を受けるものではないことを宣言して

いる。

(21) BELLSOUTH ADV. & PUB. CORP. v. 

DONNELLEY INFO. PUB. 999 F.2d. 1436 

(11th Cir. 1993) 

(却 ここでいうイエロ一ページ電話帳とは，日本

でいうタウンページに相当するものである。掲

載されている事業者は特に選ばれたものではな

いし，格付けがされているわけでもない。加入

者であれば原則全ての事業者の電話番号等が掲

載されている。

(23) 719 F. Supp. 1551 (S.D. Fla. 1988) 

(24) 原審判決が出された当時は，まだFEISTの

最高裁判決は出されていなかった。 BELL-

SOUTH判決は， FEISTの影響を受けて結論

がひっくりかえされた例として代表的な判決だ

といえる。

(お.) 499 U.S. 362， 363， 111 S.Ct. 1296 

(26) 原告の電話帳は，職業項目の見出しがアル

ファベット順に並んでおり，それぞれの項目中

の各事業者もアルファベット順に並んでいる0

(27) 999 F. 2d. 1442 n. 13 

(28) BUDlSH v. GORDON 784 F. Supp. 1320 (N. 

D. Ohio 1992) 

仰)政府刊行物は， 152ページにわたるドキュメ

ントであって，その中に 46の表と 350以上の脚

注っきチャート等が含まれていた。

(30) そして，これは「明らかに創作性がある電話

帳」についてもいえることである。 FEISTで原

告の電話帳に著作権が認められなかったのは，

「電話帳であるから」ではなく，あくまで「余り
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にもありきたりの電話帳であるから」なのであ

る。電話帳として使用される物であっても，例

えば「ベスト・レストラン・ガイド」のような

ものには著作権が認められるであろうし(主観

等に基づいてレストランを選択しているから)

実際，中国系アメリカ人に便利なように工夫さ

れたイエロ一ページ電話帳に著作権が認められ

ている。レストラン・ガイドについては

ADVENTURES IN GOOD EATING v. 

BEST PLACES TO EA T l31 F.2d 859 (7th 

Cir. 1942)，中国系アメリカ人のためのイエロ一

ページについては KEY PUBLICA TIONS 

INC. v. CHINATOWN TODAY PUBLICA-

TIONS ENTER. 945 F 2d. 509 (2d Cir. 1991) 

(3D ALFRED BELL CO. v. CA T ALDA FINE 

ARTS， INC. 191 F.2d. 99 (2d Cir. 1951) 

KUDDLE TOY， INC. v. PUSSYCAT-TOY， 

INC. 183 USPQ 642 (E.D.N.Y. 1974) 

L. BATTLIN & SON v. SNYDER 536 F. 

2d. 486 (2d Cir. 1976) 

DURHAM INDUS.， INC. v. TOMY CORP. 

630 F.2d. 905 (2d Cir. 1980) 

EDEN TOYS， INC. v. FLORELEE 

UNDERGARMENT CO. 697 F.2d. 27 (2d Cir. 

1982) 

(32) ECKES v. CARD PRICES UPDA TE 736 F. 

2d. 859 (2d Cir. 1984) 

FINANCIAL INFORMATION， INC. v. 

MOODY'S INVESTORS SERV. 808 F.2d. 204 

(2d Cir. 1986) 

ω， (32)をあわせてみると，第二巡回区控訴審
裁判所は以前からオリジナリティに最低限の

創作性を要求してきたことがうかがえる。第二

巡回区控訴審裁判所といえば， 1922年に JEW-

ELER'S判決を出した裁判所である。これは互

いに矛盾するものではないのだろうか。米国で

は，最高裁判所の判決が出ない限りは，同一巡

回区の先例には従わなければならないはずであ

るが，この矛盾の存在は第二巡回区がその態度

を途中で変えたことを意味するのであろうか。
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また，電話会社側は第二巡回区控訴審裁判所

がオリジナリティ要イ牛をきっくみてい ること

は理解しており，所謂forum-shoppingをする

ことにより，自分に不利な前例を持つ第二巡回

区の地域と第九巡回区の地域を避けて訴訟を提

起してきた。この forumshoppingの事実につ

いては， Shira Permutter， the Scope of Copy-

right in Telephone Directories: Keeping List-

ing Information in the Public Domain， 38 J. 

COPYRIGHT SOC'Y 1， 2， n.5を参考にした。

(33) BURROW-GILES LITHOGRAPHIC CO. 

v. SARONY 111 U.S. 53 (1884) 

TRADE-MARK CASES 100 U.S. 82 (1879) 

(34) 499 U.S. 349， 111 S.Ct. 1289， 1290 

(35) J ane C. Ginsburg， N 0 “Sweat"? Copyright 

and Other Protection of Works of In-forma-

tion after FEIST v. RURAL TELEPHONE， 

92 COLUM. L. REV. 338， 340 

(36) Robert A. Gorman， Copyright Protection 

for the Colleltion and Representation of 

Facts， 76 HARV. L. REV. 1569， 1570 

また， Gormanは，本当は著作権法による保

護は， fact worksの保護の手段としては 最適

なものとはいえない，不正競争防止法こそ最適

であろう，と述べている(1571)。

(37) Robert A. Gorman， Fact or Fancy: the 

Implication for Copyright， 29 J. COPYRIGHT 

SOC'Y， 560，564， 571 

(38) Shira Perlmutter， the Scope of Copyright in 

Telephone Directories: Keeping Listing Infor-

mation in the Public Domain， 38 J. COPYRIGHT 

SOC'Y， 1 

この論文によると，従来電話帳に対して広範

な著作権が認められてきたのは， 19世紀の英国

の先例を無造作に受け入れたことの結果である

という。そしてその英国の先例は，近代著作権

の原理よりもむしろ，不正競争の原理に基礎を

おくものであったという。

(3ゆ こういった理由の他にも，データ集に保護を

与えないと，データの収集者はコピーと利用を



おそれで，ガードを固くするため，かえってア

クセスが困難になり，FEISTの裁判所が目指し

た「情報の安価で自由な流通の促進」をかえっ

て阻害することになるとか，著作権を得ょうと

する情報収集者が，データ集によけいなディ

テールを付け加えようとするので，利用者は一

番欲しいのではない形のデ」タ集を，しかも余

計にコストがかかっているために高い値段で供

給されることになる，といった理由から保護の

必要性が説明されることがある。 cf)Jane C. 

Ginsburg， N 0 “Sweat"? Copyright and 

Other Protection of W orks of Information 

after FEIST v. RURAL TELEPHONE 92 

COLUM. L. REV. 338， 387-388 

(40) 9302 (c) 

「無名著作物，匿名著作物及び雇用著作物一一

無名著作物，匿名著作物及び雇用著作物の場合

においては，著作権の保護期間は，最初の発行

日から 75年間，ないしその創作日から 100年間

のうちいずれか早く失効する方とする。……」

臼1) 9107 

'9106にかかわらず，著作権の成立している

著作物の公正使用 (fairuse)は，著作権侵害に

はあたらない。公正使用には，批評，論評，ニュー

ス報道，教授(教室内における複数のコピーの

作成を含む)，学術，研究等の目的のための，コ

ピーないしフォノレコードによる複製，その他

の9106に規定する方法による複製行為を含む。

ある著作物における既存著作物の使用が公正使

用にあたるか否かの判断にあたっては，以下の

要素が考慮されるべきである。

(1) 使用の目的と性質。これには，その使用

が商業的なものか非営利の教育的なものか

といった考察も含まれる。

(2) 利用された方の著作物の性質。

(3) 全体としての利用された著作物の中に占

める，利用部分の量と質。

(4) 使用が，利用された著作物に価値ないし

潜在的な市場に与える影響。」

ω) アラン・ラットマン，ロパート・ゴーマン，

米国における編集著作物の保護について

ジェーン・ギンズパーグ 1990年代米国 著作

権詳解(下)586頁

(43) SONY CORP. OF AMERICA v. UNIVER-

SAL CITY STUDIOS， INC. 464 U.S. 417 

(1987) 

帥例えばMARCUSv. ROWLEY 695 F.2d 

1171 (9th Cir. 1983)では，原告の著作物と競合

する被告の著作物は，販売はおろか公衆に頒布

されてもいなかったのであるが， FAIRUSEは

認められなかった。

(45) Paul J. Heald， the Vices of Originality， 1991 

THE SUPREME COURT REVIEW 143， 147 

附，) INTERNATIONAL NEWS SERVICE v. 

ASSOCIATED PRESS 248 U.S. 215 (1918) 

仰) ERIE RAILROAD CO. v. TOMPKINS 304 

U.S. 64， 58 S.Ct. 817， 82 L. Ed. 1188 

実際は浅香吉幹英米判例百選第 3版

30頁 (1996)によった。 (1938)

臼8) J ane C. Ginsburg， N 0 “Sweat"? Copyright 

and Other Protection of Works of Informa-

tion after FEIST v. RURAL TELEPHONE， 

92 COLUM. L. REV. 338， 365-367 

ω，) U.S. CONST. art. VI， 92 cl 2 
「本憲法，これに従って作られる合衆国連邦

法，および合衆国の権限のもとに作られた，な

いし作られる条約は，わが国最高位の法であり，

全ての州の裁判官は，これとは異なる州の憲法

ないし法があっても，これ(訳者注:連邦憲法，

連邦法，条約のこと)に拘束される。」

(50) H. R. Rep. No.94-1476， 94th Cong.， 2d Sess. 

129-33 (1976) 

ω この例示は，明らかに INS 判決を意図して
挙げられている。当初，連邦議会は9301によっ

てINS判決で打ち立てられた労力保護の方法

論を否定するつもりはなかったことが窺われ

る。

当初提出されていた法案の9301(b)(3) (これ

は，州法の中でこの9301によって専占されない

部分があることを明確にした条項である)では，

著作権と等価ではない州法上の権利のリストが
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限定列挙ではない形で挙げられていた。その中

に rにせものの流通や虚偽表示等の詐欺的な取

引慣行」が含まれていた。これは，連邦著作権

法が専占しようとしている不正競争上の請求原

因と，専占しようとしていない不正競争上の請

求原因とを区別する趣旨で作られた文言であっ

たという。連邦議会が不正競争上の請求をある

程度認めようとしていたことの表れであるが，

これが大変な議論を呼ぶことになり，結局は削

除されてしまった。削除が意図する効果が何な

のかははっきりしていないが，議事録を見ると

(122 Cong. Rec. H・10910(daily ed. Sept. 22， 

1976))，不正競争の類型を専占されないものの

例として一つでも挙げると，それをとっかかり

として州裁判所が専占をないがしろにするので

はないかとのおそれを抱き，それを嫌ったので

あろうことが窺われる。

(52) SEARS ROEBUCK & CO. v. STIFFEL CO. 

376 U.S. 225 (1964) 

COMPCO CORP. v. DAY-BRITE LIGHT-

ING， INC. 376 U.S. 234 (1964) 
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(53) GOLDSTEIN v. CALIFORNIA 412 U.S. 

546 (1973) 

KEW ANEE OIL CO. v. BICRON CORP. 

416 U.S. 470 (1974) 

(54) BONITO BOATS， INC. v. THUNDER 

CRAFT BOATS， INC. 109 S.Ct. 971 (1989) 

(55) Robert A. Gorman， Fact or Fancy: the 

Implication for Copyright， 29 J. COPYRIGHT 

SOC'Y 560， 604 

(56) ~301 (d) 

「本法の規定は，他の連邦法におけるいかなる

権利ないし救済をも制約し，ないし 無効とす

るものではない。」

(57) J ane C. Ginsburg， N 0 “Sweat"? Copyright 

and Other Protection of Works of Informa-

tion after FEIST v. RURAL TELEPHONE， 

92 COLUM. L. REV. 338， 367-374 

(58) U.S. CONST. art. 1， ~8 cl 3 

「連邦議会は……幾つかの州にまたがってな

される商取引を規制する権限を持つ」
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